
 

 

本事業は、「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」の活用により、販路開拓や業務効率化に将来リスク

があることが分かった小規模事業者を対象として、販路開拓や生産性向上に取り組む事業費用の一部

を神奈川県が補助するものです。 

当所では、下記のとおり申請等に係る支援を実施いたしますので、ぜひお申込み下さい。 

 補助金公募期間 令和元年７月１９日(金)～８月３０日(金) 

    申請方法 申請書類を神奈川県(補助金事務局)へ郵送（８月３０日(金)消印有効） 

 ※申請書類のうち、「事業支援計画書」を商工会・商工会議所に作成・交付の依頼をしていただく 

  必要があります。商工会議所等への依頼期限は令和元年８月２３日（金）までとなります。 

≪当所受付期間：令和元年７月１９日(金)～８月２３日(金)平日９：００～１６：００≫ 

◆経営計画作成セミナー 

  日 時  令和元年８月２日（金） １５：００～１６：３０ 

  会 場  秦野商工会議所 ３階 ３０１会議室 

  講 師  上坂 渉 氏（公益社団法人けいしん神奈川 副理事長） 

◆個別相談会≪申請書作成指導≫ 

  日 時  令和元年８月９日（金）・８月１４日（木） 

       いずれも１０：００～１５：００（１時間単位での予約制） 

※但し、１２：００～１３：００を除く 

  会 場  秦野商工会議所 １０２会議室 

セミナー・個別相談会へのお申込みは、下記申込書にご記入のうえ、FAXにてお申込みください。 

【問合せ】秦野商工会議所 地域産業振興課 

電話：0463-81-1355 FAX：0463-82-0273 
 

経営計画作成セミナー・個別相談会 申込書 

秦野商工会議所 地域産業振興課 行 （FAX：０４６３－８２－０２７３） 

事業所名  住 所  

代表者名  電 話  

【経営計画作成セミナー】 

  ８月２日（金）１５：００～１６：３０   参加 ・ 不参加 

【個別相談会】 

 希望日に☑チェックを付け、希望時間枠をご記入ください。（※先着順となります。） 

□ ８／９（金） ・  □ ８／１４（木） 

①１０：００～１１：００  ②１１：００～１２：００    希望時間枠 

③１３：００～１４：００  ④１４：００～１５：００   【      】 

 
※補助金事業の詳細等は、裏面および公募要領をご確認ください。 



 

【事業概要等】※詳細は公募要領等をご確認ください。 

URL＜http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/mibyo/shokibohojyo_koubo.html＞ 

◆補助対象となる事業者 

神奈川県内に補助の対象となる事業を実施する事業所を有する「商工会及び商工会議所による小規模事業

者の支援に関する法律（平成５年法律第 51号）」第２条に規定する小規模事業者※１。 

業種分類※２ 常時使用する従業員数 

卸売業・小売業 ５人以下 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下 

製造業その他 20人以下 

◆補助対象事業及び補助率等 

区分 内容 取組事例 補助率 補助上限額 

①販路開拓 

事業 

経営計画書・補助事業計

画書に基づき実施する商

品・サービスの販路開拓

のための事業 

〇ホームページの作成・更新、 

チラシ・ＤМの配布など 

〇新商品・サービスの開発 

〇店舗改装       など 

補助対象 

経費の 

２/３以内 

５０万円 

②生産性向上 

事業 

経営計画書・補助事業計

画書に基づき実施する生

産性向上や業務効率化の

ための事業 

〇IT及びIoTシステムの導入 

倉庫管理システム、労務管理 

システム、経理ソフト等 

③広報強化 

事業 

経営計画書・補助事業計

画書に基づいた商品・サ

ービスの広報を目的とし

て行う事業 

〇ホームページの作成・更新 

〇チラシ・ＤＭの配布 

〇広告の掲載 

〇看板の作成・設置 

※上記４つの取組のみが対象 

２５万円 

※①事業と②事業は合わせて申請することもできますが、補助上限額は２つの事業合計で50万円となる。 

なお、③事業は、①、②の事業と合わせて申請することはできません。 

◆補助対象経費 

区分 対象経費 

①販路開拓事業 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入

費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費 ②生産性向上事業 

③広報強化事業 広報費、旅費、資料購入費、雑役務費、委託費 

◆申請要件 

（１）「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」を実施した結果、販路開拓や業務効率化に将来リスクがあること。 

（２）商工会・商工会議所の助言等を受けて「経営計画書・補助事業計画書」を作成すること。 

（３）県税の未納がないこと。 
 

申請・問合せ先 

（補助金事務局） 
 

神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課団体指導グループ  

〒２３１－８５８８ 神奈川県横浜市中区日本大通１  

電話：（０４５）２１０－５５５３〔直通〕 



 


